
○
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
十
七
号

薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
二
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
薬
事
法
第
二
条
第
五
項
か
ら

第
七
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
高
度
管
理
医
療
機
器
、
管
理
医
療
機
器
及
び
一
般
医
療
機
器

（
平
成
十
六
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
九
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
四
年
一
月
二
十
四
日

厚
生
労
働
大
臣

小
宮
山
洋
子

別
表
第
１
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

た
い

1
0
8
8

薬
剤

溶
出

型
大

腿
動

脈
用

ス
テ

ン
ト

別
表
第
２
の

中
「針

無
し

造
影

剤
輸

液
セ

ッ
ト

用
延

長
チ

ュ

ーブ

」
を
「針

な
し

造
影

剤
輸

液
セ

ッ
ト

用
延

長
チ

928

ュ

ーブ

」
に
改
め
る
。


